
環境基本計画策定業務 

平成２９年度予算要求額：８，６５９千円 １ 環境基本計画について 

① 堺市環境基本条例に基づき，環境の保全と創造に関する目標、それを達成するための施策、配慮の
指針その他の必要な事項について定める環境行政の基本計画として位置付けられている。 

堺市環境基本条例（抜粋） 
（環境基本計画の策定） 

第８条 市長は、環境の保全と創造に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、環境の保全と創造に関する基本的な
計画（以下「環境基本計画」という。）を策定しなければならない。 

２ 環境基本計画には、環境の保全と創造に関する目標、それを達成するための施策、配慮の指針その他の必要な事項につ
いて定めるものとする。 

３ 市長は、環境基本計画を策定するに当たっては、市民、事業者又はこれらの者の組織する団体（以下「市民等」という。）の
意見を反映することができるよう必要な措置を講じなければならない。 

３ 現行計画の進捗状況 

② 第１次環境基本計画は平成１１年３月に、現行の第２次計画は平成２１年５月に策定された。 

 計画期間は１０年であり、その間に多くの分野別計画が策定・更新されたほか、新たに着目された概念
に基づく施策が幅広く展開されており、次期計画はこれらのことを踏まえて改定する必要がある。 

 環境白書「堺の環境」で現行計画の進捗状況を報告。 

２ 計画体系 

環境基本計画 

  

資源循環 

  

低炭素化 

環境モデル都市 
行動計画 

地域エネルギー 
施策方針 

  

自然共生 

一般廃棄物 
処理基本計画 

循環型社会 
づくり計画 生物多様性・堺戦略 

地球温暖化対策
実行計画 
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